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食品衛生法に定義される容器包装詰加圧加熱殺菌食品については、pHが4．6を超え、か  

つ水分活性が0．94を超える場合、120℃、4分間以上の加熱が義務づけられているところで  

あるが、近年、pHが4．6を超え、かつ水分活性が0．94を超える食品（低酸性食品）を、若  

干の気体透過性を有する容器包装に入れ密封した後に、120℃、4分間に満たない条件で加  

熱殺菌されたレトルト類似食品が常温流通の上で販売されている。これらについては、仮  

にボツリヌス菌による汚染を受けた場合、重篤な食中毒を引き起こす恐れがあるとの指摘  

がなされていることから、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会での審議を  

受け、平成15年6月30日、これら食品に対して、「中心部の温度を1200 で4分間加熱す  

る方法若しくはこれと同等以上の効力を有する方法で加熱殺菌を行う、又は100 以下で保  

存すること。ただし、別添のボツリヌス菌接種試験によりボツリヌス毒素の産生が認めら  

れないものにあってはこの限りでない。」との通知が出された（食基発第0630002号／食監  

発第0630004号）。しかし、この時別添として示されたボツリヌス菌接種試験において使用  

が奨励されたボツリヌス菌株（A型3株（62AATCC株，62ANFPA株，36A株）および  

B型2株（213B株，Okra株）の計5株）は、その後のバイオテロ対策の変化により、わ  

が国において実際上入手困難な株となり、本通知の実効性が危ぶまれる状況となった。   

さらに、現在、pHが4．6を超え、かつ水分活性が0．94を超える食品であり、120℃、4  

分間に満たない条件で加熱された後、常温流通する食品が多岐に亘って存在することも判  

明している。これらについては、食材やその成分、加熱条件、容器包装の形態、微生物叢  

も多様であり、したがって、ボツリヌス菌汚染の起こる危険性と仮に汚染があった場合の  

菌の増殖と毒素産生性もまた多様であるため、広範な食品について、 さらにボツリヌス菌  

接種試験による検討が必要である。   

厚生労働省では、厚生労働科学研究費補助金事業により、平成14～16年度に、岡山大学  

小熊憲二教授を主任研究者とする「容器包装詰低酸性食品のボツリヌス食中毒に対するリ  

スク評価」研究を行ない、実行可能なボツリヌス菌接種試験法の確立を目指すとともに、  

種々の食品に関する汚染実態調査ならびにボツリヌス菌接種試験を実施してきた。その結  

果、複数の容器包装詰低酸性食品から好気性芽胞菌やCわβわ元方〃皿属菌、A型、B型ボツリ  

ヌス菌が検出され、また材料となりうる香辛料からもB型、C型、D型ボツリヌス菌が検  

出された。しかし、ボツリヌス菌接種試験に使用すべき菌株の性状の比較と長期食品保存  

試験に時間がかかることなどにより、ボツリヌス菌接種試験の一部については、継続して  

調査研究を行なうことが必要となったため、本試験検査において、最終的に知見をまとめ  

たものである。  

Ⅱ 目的   

本調査は、上記の背景を踏まえて、pHが4．6を超え、かつ水分活性が0．94を超える食   



品を、容器包装に入れ密封した後に、120℃4分間に満たない条件で加熱殺菌された、レト  

ルト類似食品を含む低酸性容器包装詰食品に関し、リスク管理に必要な手法を検討すると  

共に、現行の容器包装詰加圧加熱殺菌食品の規格基準の見直しに必要な科学的データ等を  

収集し、知見を取りまとめることを目的とする。   

具体的には、下記の事項について調査を行い、リスクプロファイル案を作成する。  

1．ボツリヌス菌添加試験に必要な菌株の選定等、試験法を確立する。  

2．食品中でボツリヌス菌が増殖し毒素を産生しうるかどうかを試験するために、代表的  

な容器包装詰低酸性食品に対するボツリヌス菌添加試験を実施する。  

3．主に魚介類を汚染し低温でも増殖するE型ボツリヌス菌の汚染実態や増殖動態を調査  

し、E型ボツリヌス菌が汚染しうる食品のリスク管理に必要な手法を検討する。  

4．ボツリヌス菌の増殖・毒素の産生と食品添加物の関係について調査し、ボツリヌス菌  

に関する食品のリスク管理に必要な手法を検討する。  

Ⅲ 調査の概要   

本調査は、平成17年11月から平成18年3月に、以下の構成により実施した。  

1．調査計画の立案、協力機関や検体提供時の打ち合わせ、ボツリヌス菌の標準株の  

維持、微生物検査方法の検討と指示、得られた各種試験結果の精査、調査報告書  

の確認等の技術的支援及びリスクプロファイル作成 （国立医薬品食品衛生研究  

所）  

2．ボツリヌス菌芽胞添加試験に必要な菌株の選定等、試験法の確立 （国立医薬品食品  

衛生研究所、岡山大学大学院医歯学総合研究科、大阪府立大学大学院農学生命科  

学研究科、大阪府立公衆衛生研究所、（社）日本缶詰協会）  

3．代表的な容器包装詰低酸性食品へのボツリヌス菌芽胞添加試験の実施 （国立医薬品  

食品衛生研究所、大阪府立大学大学院農学生命科学研究科、東京都健康安全研究  

センター、滋賀県立衛生科学センター、大阪府立公衆衛生研究所、福岡県保健環  

境研究所、（社）日本缶詰協会）  

4．主に魚介類を宿主とするE型ボツリヌス菌の汚染実態や増殖動態に関する調査 （岡  

山大学大学院医歯学総合研究科、帯広畜産大学畜産学部獣医学科）  

5．ボツリヌス菌の増殖・毒素の産生と食品添加物の関係の検討 （岡山大学大学院医歯  

学総合研究科、広島大学大学院生物圏科学研究科）  

Ⅳ 調査の結果と考察  

1．ボツリヌス菌芽胞添加試験に必要な菌株の選定、試験法の検討  

毒素産生性および芽胞形成能の優れた株として、A型（62A，36A，33A，CB21，Renkon）、  
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B型（Okra，67B，407，Ginger，326）各5株を選定し、それらの耐熱性、発育pH域、  

水分活性域等の諸性状を調べた。これらの菌株は、十分な耐熱性を備えていることが明  

らかになったが、発育pH域、水分活性域には株によって若干、差が認められた。   

上記各5株について、さらに乳児ボツリヌス症由来株等他の対照菌株とともに、遺伝  

学的性状を比較した。制限酵素ShaIならびにノ抽0Ⅰを用いたPFGEの切断パターンから、  

接種実験用に選別した各菌株はすべて異なる型に分類できたことから、本法は検査機関  

での病原体管理に使用できると考えられた。   

実際のボツリヌス菌芽胞添加試験にあたっては、芽胞を食品1gあたり5．0Ⅹ102接  

種する方法を可能とした。さらに、供試試料容器表面にゴムシールを貼り、そこへマイ  

クロシリンジを用いて芽胞液を注入することにより、試料内部ヘッドスペースのガス組  

成を変えずに添加試験が行えるようにした。   

また検査検体数は無処理対照ならびに接種時3検体以上、賞味期限の中間時ならびに  

賞味期限時そして賞味期限の1．5倍時に各5検体以上（ただしガス発生時は随時検査）、  

として確立した。  

2，代表的な容器包装詰低酸性食品へのボツリヌス菌芽胞添加試験結果  

2－1．惣菜類  

惣菜として試験に供した「さばのみそ煮」「蒸かし黒豆」「甘栗」「ホタテの塩焼き」「豚   

汁の具」の水分活性は0．97以上でありpHは5．8～6．8、「けんちん汁の具」、「さばの塩   

焼」「さばの照り焼」「つぶのやわらか煮」「飛魚のやき」の水分活性は0．96以上であり   

pHは6．1～7．2であった。したがって、すべての食品が今回接種試験に使用したⅠ群ボ   

ツリヌス菌の発育可能域の理化学的性状を有していた。  

通知（平成15年6月30日）に指定された5株ならびに本調査で選定した10株を用   

い、それぞれの食品にボツリヌス菌芽胞を添加したところ、全ての供試食品におい   

て、ボツリヌス毒素の産生が認められた。  

また、5株法に比べて10株法の方がA型毒素とB型毒素をよりバランス良く産生する   

ことが明らかとなったことから、今回検討した10株法は5株法と比べて同等あるいは   

それ以上の性能を有すると結論された。  

2－2．一部の和菓子  

和菓子のうち、「上がり羊彙」「栗むし羊糞」「水羊糞」「黒ういろう」について、ボツリヌ   

ス菌芽胞添加試験を行なった。   

「上がり羊稟」および「栗むし羊糞」、「水羊糞」については、ボツリヌス菌の増殖が認められ   

ず、毒素も検出されなかった。  

試験に供試した「水羊襲」にはグリシン（製品：含有量0．88％）が含まれていた。   

一方、製品と同じ工程でグリシン不含品の「水羊彙」をつくり、同様に恒温試験を行  
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ったところ、恒温10日目（賞味期限の0．5倍日）で5件中l件にボツリヌス菌芽胞の  

発芽・増殖が認められ、かつボツリヌス毒素も検出された。その後の21日目（賞味期  

限日）および31日目（賞味期限の1．5倍日）ではそれぞれ5件すべてにボツリヌス菌  

芽胞の発芽・増殖が認めら、ボツリヌス毒素も検出された。   

標準配糖（糖25％）と減糖（糖18％）の「黒ういろう」に、pH調整剤を0％、0．06％、0．12％加  

えた各3種およびpH調整剤0％にグリシンを0－5％加えた各1種、合計8種を作製し、ボツリ  

ヌス菌芽胞添加実験を行った。その結果、糖18％のpH調整剤0％・グリシン無添加、pH調整  

剤0．06％けグリシン無添加およびpH調整剤0％・0．5％グリシン添加の3種、並びに糖25％の  

pH調整剤0％・グリシン無添加の1種の合計4種において、ボツリヌス菌の増殖が顕著に認め  

られた。また、ボツリヌス毒素の産生は、菌の増殖が顕著でなかった4種の他、糖18％のpH  

調整剤0・12％・グリシン無添加、糖25％のpH調整剤0．06％・グリシン無添加およびpH調整  

剤0％・グリシン0．5％添加の3種においても認められた。  

2－3．無菌化包装米飯  

通知に指定された5株を用い、PHは7．0～7．1の米飯1g当たり10‾1CFUならびに   

10CFUのボツリヌス菌芽胞を添加した。30℃で賞味期限の1．5倍、すなわち9ケ月間試験   

した結果、接種濃度によってボツリヌス菌増加および毒素産生に違いがみられた。すな   

わち、接種濃度が10】1CFU／gでは恒温放置期間が5ケ月まではとくに異常はみられな   

かったが、6 ケ月以後には Cわgむ元方〟皿属菌が増加する試料がみられた。しかし、   

C‰g血力■び皿属菌が増加した試料からは毒素産生はみられなかった。一方、接種濃度が   

101CFU／gでは、2ケ月後にCわぶむ元方〃皿属菌が増加する試料がみられ、6ケ月後の試   

料には毒素産生もみられた。  

一方、PH5．0～5．4の別の米飯に、1g当たり0．04CFUならびに15CFUのボツリヌス菌   

芽胞を添加し、30℃で賞味期限の1．5倍の期間保存した結果、毒素産生は認められなかっ   

た。  

これらの結果から、無菌化包装米飯は、潜在的にボツリヌス食中毒の発生の可能性が   

あるものの、pHによって影響を受けるものと考えられた。  

2－4．「切り餅」  

「切り餅」は接種後，賞味期限の約1．5倍である395日まで継時的に検査を行ったが、   

ボツリヌス毒素の産生は認められなかった。  

3，主に魚介類を宿主とするE型ボツリヌス菌の汚染実態や増殖動態に関する調査結果  

「いずし」、「塩タラコ」、「サケフレーク」にボツリヌスE型菌芽胞を接種し、その消   

長を観察した結果、これらの食品においてボツリヌス菌の増殖、毒素産生は認められな   

かったが、いずし製造においてボツリヌス菌を制御するためには、水晒し工程及び熟成  
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工程における温度管理を適切に行うとともに、熟成工程においては乳酸菌等のスタータ  

ーを添加して、熟成開始後早期にpHを下げることが望ましいことがわかった。  

4．ボツリヌス菌汚染実態調査結果  

本年度の汚染実態調査の範囲の中では、ボツリヌス菌が検出された食品は、エスニッ   

ク食品の一部のみであった。ボツリヌス菌が検出されたエスニック食品の水分活性は低   

く、ボツリヌス菌の増殖は困難な条件であった。しかし、ボツリヌス菌の増殖が可能な   

エスニック食品も多く、その中には伽出てん力’打皿属菌が検出された検体もあった。また   

一般的な取り扱いの非常に悪い食品も多く見られたことから、輸入エスニック食品への   

注意が必要であると思われた。  

5．ボツリヌス菌の増殖・毒素の産生と食品添加物の関係の検討  

「水羊糞」のところで示したように、グリシンを含む市販製品を対象にボツリヌス菌   

芽胞接種試験を行ったところ、30℃で賞味期限の1．5倍日まで恒温試験を行ったが、ボ   

ツリヌス菌は増殖せず、ボツリヌス毒素も産生されなかった。しかし、グリシンを含ま   

ない「水羊彙」では、賞味期限の0．5倍日からボツリヌス菌が発芽・増殖し、ボツリヌ   

ス毒素も産生されたことから、グリシンがボツリヌス菌の発芽・増殖および毒素産生に   

影響したことが認められた。  

一方、「黒ういろう」では、グリシン濃度とボツリヌス毒素産生の間に明確な関係が認められず、   

pHにも影響されることが判明した。  

グリシンの効果については、さらに詳細な検討を行なった。グリシンに対する本菌の   

感受性はpHの低下により高まったが，食塩（2％）の添加で低くなり，さらなる検討   

を要した。また、グリシンを含む日持ち向上剤製剤にも同等の抗ボツリヌス効果が認め   

られた。しかし、実際に使用される0．5－1．0％程度の濃度では増殖遅延効果はあっても確   

実に抑えることは困難である。高いレベルでの安全性を確保するために、抗菌性を有す   

る植物抽出液との併用は有用であることがわかった。さらに、黄蓮等のいくつかの植物   

抽出液は、バクテリオシンであるナイシン、発色剤として食肉製品に用いられる亜硝酸   

ナトリウムとの併用でも効果を発揮した。  

また、漢方薬のエキスおよび緑茶のカテキン（EGCg）は、ボツリヌスや破傷風毒素を   

ある程度不括化できる可能性が示された。  

食品衛生法に定義される容器包装詰加圧加熱殺菌食品については、「遮光性を有し、   

かつ、気体透過性のないものであること。ただし、内容物が油脂の変敗による品質の低   

下のおそれのない場合にあっては、この限りでない。」という容器包装の規格があるが、   

レトルト類似食品は、「若干の気体透過性を有する容器包装」を使用している点でも、   

容器包装詰加圧加熱殺菌食品の規格基準の適用から除外されていた。添付のリスクプロ   

ファイルの項目3に記載するように、気体透過性．（酸素、二酸化炭素共に）があっても   



ボツリヌス菌の増殖ならびに毒素産生が可能である知見が得られたことから、「気密性  

のある」容器包装と同様のリスクがあると考えられる。  

Ⅴ まとめ  

① ボツリヌス菌接種試験に用いる菌株の選定を、毒素産生性、芽胞形成性、耐熱性などの   

生化学性状および遺伝学的性状の両面から行った。その結果、A型（62A，36A，33A，CB21，   

Renkon）、B型（Okra，67B，407，Ginger，326）が毒素産生性および芽胞形成能におい   

て優れ、かつ、本研究で行ったPFGEによる型別により全て異なる型に分類できること   

から、検査機関での病原体管理上も使用可能であると考えられた。  

② ボツリヌス菌接種試験の添加手技についてはゴムシール法として、また検査検体数は無   

処理対照ならびに接種時3検体以上、賞味期限の中間時ならびに賞味期限時そして賞味   

期限の1．5倍時に各5検体以上（ただしガス発生時は随時検査）、として確立した。  

③「さばのみそ煮」「蒸かし黒豆」「甘栗」「ホタテの塩焼き」「豚汁の具」「けんちん汁の   

具」「さばの塩焼」「さばの照り焼」「つぶのやわらか煮」「飛魚のやき」へのボツリヌス   

菌接種試験の結果、全ての食品中でボツリヌス毒素産生が認められた。  

④「水羊糞」と「黒ういろう」を用いて種々の糖濃度・pH調整剤濃度・グリシン濃度の組み合わせ   

についてボツリヌス菌芽胞添加実験を行ったところ、グリシン非添加の「水羊糞」と、「黒ういろ   

う」の複数の糖・PH・グリシンの組み合わせにおいて、ボツリヌス毒素産生が認められた。pH調   

整剤やグリシンの添加によって、菌数が初期値とほぼ同数であってもボツリヌス毒素が産生さ   

れている場合があり、ボツリヌス毒素試験による安全性の確認が必要と考えられた。  

⑤「上がり羊糞」および「栗むし羊糞」については、ボツリヌス菌芽胞添加実験の結果、菌数はボ   

ツリヌス菌芽胞添加直後とほぼ同じでボツリヌス毒素も検出されなかった。  

⑥ 無菌化包装米飯へのボツリヌス菌接種試験の結果、pH6．8～7．1の米飯においては、芽   

胞接種濃度が10‾1CFU／gでは毒素産生は認められなかったものの、恒温放置期間6ケ   

月以後には（二わざ加1ガ〃皿属菌が増加する試料が見られた。一方、芽胞接種濃度が   

101CFU／gでは、2ケ月後にC払β血道u皿属菌が増加する試料が見られ、6ケ月後の試   

料には毒素産生も認められた。しかし、pH5．0～5．4の無菌化包装米飯においては、   

（二わβ磁力〃皿属菌の増加は起こらなかった。  

⑦「切り餅」へのボツリヌス菌接種試験を行い、賞味期限の1．5倍である395日まで観察  

したが、毒素産生は見られず、接種した芽胞も減少したと考えられた。  

⑧ 「いずし」、「塩タラコ」、「サケフレーク」にボツリヌスE型菌芽胞を接種し、その消長   

を観察した結果、これらの食品においてボツリヌス菌の増殖、毒素産生は認められなか   

ったが、いずし製造においてボツリヌス菌を制御するためには、水晒し工程及び熟成工   

程における温度管理を適切に行うとともに、熟成工程においては乳酸菌等のスターター   

を添加して、熟成開始後早期にpHを下げることが望ましいことがわかった。  
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⑨ 本年度の汚染実態調査の範囲の中では、ボツリヌス菌が検出された食品は、エスニック   

食品の一部のみであった。  

⑩ ボツリヌス菌が検出された一部のエスニック食品の水分活性は低く、ボツリヌス菌の増   

殖は困難な条件であった。しかし、ボツリヌス菌の増殖が可能なエスニック食品も多く、   

また一般的な取り扱いの非常に悪い食品も多く見られたことから、輸入エスニック食品   

への注意が必要であると思われた。  

⑪ グリシンがボツリヌス菌の発芽・増殖および毒素産生を抑制する結果が認められた。し   

かし、実際に使用される0．5－1．0％程度の濃度では増殖遅延効果はあっても確実に抑える   

ことは困難であることもわかった。 漢方薬のエキスおよび緑茶のカテキン（EGCg）は、   

ボツリヌスや破傷風毒素をある程度不活化できる可能性が示唆された。  

⑫ 包装への表記が明確でないものが多い（保存温度あるいは添加物の使用等）ことは、今   

後のリスク管理面での検討事項であろう。  

リスクプロファイル案   

別紙に、常温流通容器包装詰低酸性食品によるボツリヌス食中毒の可能性に関するリス  

クプロファイル案を添付する。  
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別紙  

常温流通容器包装詰低酸性食品によるボツリヌス食中毒の可能性に関するリス  

クプロファイル（案）   

本リスクプロファイルは、平成16年度厚生労働科学研究費補助金研究事業「容器包装詰  

低酸性食品のボツリヌス食中毒に対するリスク評価」（主任研究者 小熊憲二）の中で作成  

されたリスクプロファイルを基に、平成14～16年度の厚生労働科学研究費補助金研究事業  

「容器包装詰低酸性食品のボツリヌス食中毒に対するリスク評価」ならびに平成17年度の  

「容器包装詰低酸性食品に関する試験検査」の結果を総合したものである。   

一連の研究の端緒となったのは、1999年に千葉県で発生したレトルト類似食品によるA  

型ボツリヌス中毒事例であった。120℃、4分間に満たない条件で加熱後容器包装された原  

因食品が、冷蔵保存の表示があったにもかかわらず常温で保存されたために、容器内でボ  

ツリヌス菌が増殖して毒素が産生され、中毒の原因となったものである。平成14年以降の  

研究ならびに試験検査は、類似の加熱条件や物理化学的条件、包装形態を持つ食品を広く  

対象として行った。  

1．問題となる病原微生物・媒介食品の組み合わせについて   

● 対象病原微生物：  

〔二わざ加古uェロム0ね血びエロ   

● この病原微生物による感染症もしくは食品衛生上の問題（食中毒など）に関与  

する食品または加工食品についての概略：  

pH4．6以上かつ水分活性0．94以上であり、120℃、4分間に満たない条件で加  

熱された後、常温流通する食品（常温流通容器包装詰低酸性食品）。多岐に亘る食  

品が、現在、国内に流通している  

2．卿こついて   

● 当該病原微生物の、公衆衛生上に大きな影響を及ぼし得る鍵となる特性（病原  

性、毒素の性状、菌の増殖（毒素産生）抑制条件、温度抵抗性、薬剤抵抗性な  

ど）について：   

別添 菌の性状に要約する  

引き起こされる疾病の特徴：   

○ 感受性人口（疾病に罷る可能性のある人々）  

全ての日本人   

○ 人における年間羅患率と年齢、性別、地域、季節間における、そのばらつ  
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きと違い  

我が国の1955～2004年の50年間におけるボツリヌス食中毒の発生状況  

は、発生件数90件、患者数355人、死者数68人である。なお、死者は、  

1985年に北海道でイワシいずしによるE型ボツリヌス中毒により死亡し  

た一人を最後に、以降発生していない。（国立感染症研究所・厚生労働省  

保健医療局結核感染症課、厚生労働省食品安全部）  

○ 病原微生物への暴露による臨床症状、致死率、重症度、長期後遺症の性状  

と発生頻度  

潜伏期間は8～36時間であるが、数日後に発症することもある。主な症状  

は、弱視、複視、嚇下困難、呼吸困難、発声困難、筋弛緩、眼瞼下垂など  

である。神経症状は左右対称で、呼吸失調により死亡する。わが国の発生  

状況から算出すると、致死率は用．2％である。回復後の後遺症はない。E  

型中毒では初期に嘔吐や下痢が見られることが多い。（ICMSFa、阪口玄  

二、武士甲－）  

ヒトにおけるA型毒素の致死量は0．1から1．0〃g（ICMSFa）、経口摂取  

ではE型毒素で約63〃g（阪口玄二）と言われる。  

毒素の検出法、同定法は、基本的にマウスバイオアッセイによるが、近年、  

EIJISA法なども開発されている。（USFoodandDrugAdministration，  

CenterforFoodSafetyandAppliedNutrition）  

○ 確立した治療方法およびその実用性  

E型中毒では、発症後も抗毒素が有効である。A型、B型中毒では経過が  

緩慢なため抗毒素の投与が遅れ、投与量が不足するためか、一般に血清療  

法が有効であった報告は少ない。（阪口玄二）  

しかし、1998年東京都内で発生したグリーンオリーブの塩漬けによるB  

型ボツリヌス中毒事例では、摂食より12～25日目からの抗毒素血清投与  

も有効であった。（松村美由紀、岩田誠）  

また、人工呼吸器や気管切開などの対症療法も有効である。  

○ 年間全症例中の食中毒の割合  

ボツリヌス感染症自体は、食餌性ボツリヌス症、乳児ボツリヌス症、創傷  

性ボツリヌス症、さらに成人の乳児ボツリヌス症に分類される。本リスク  

プロファイルの対象となるのは、食品中の毒素の摂取により起こる、いわ  

ゆる食中毒としての食餌性ボツリヌス症である。  

● 食中毒の特徴  

○ 食中毒の原因および疫学（加工、保存状況を含めた、原因食品の特徴・特  

性、調理方法、取り扱いなど食品を介した伝播に影響を及ぼす事項につい  

ての概略）   



本菌は、土壌、＃那召や海岸の水底、動物の腸管内など、環境中に広く存在   

しているため、汚染菌数は少ないものの、野菜も動物性食品も含め、ほと   

んど全ての食品を汚染しうる菌である。我が国のボツリヌス食中毒の原因   

となった食品としては、圧倒的に魚介類のいずしが多い。海外の食中毒事   

例では、魚の煙製や豚肉製品、半発酵や塩漬けの魚料理、ホームメイドの   

野菜の缶詰などが原因食品として報告されている。（ICMSFa、国立医薬   

品食品衛生研究所安全情報部、国立感染症研究所・厚生労働省保健医療局   

結核感染症課）  

○ 集団食中毒の発生頻度と特性（孤発性／散発性症例の頻度の割合も含む）   

殆どが一件一人患者の散発事例であるが、1984年のカラシレンコンによ   

る事例では36名の患者（うち11名．が死亡）が、また1998年の瓶詰めオ   

リーブによる事例では18名の患者（死亡例なし）が発生した。  

3．全品製造、加工、流通と摂取   

● リスク管理に関与し、影響を与え得る媒介食品の特性  

媒介食品の微生物学的安全性に影響を与える要素を含めた、生産から消費に至  

る連続過程（一次生産過程、加工過程、流通・輸送、貯蔵・保存、調理など）  

の解説  

○ 原材料や食品の汚染実態：食肉、食鳥肉、魚介類、野菜、果実、穀類、その  

他の原材料と加工食品におけるボツリヌス菌の汚染頻度と菌数について、世  

界各国における報告がある。（ICMSFb，LundandM．W．Peck）  

○ 増殖と毒素産生に与える温度の影響：第Ⅰ群菌の増殖至適温度は35～45℃  

であり、10℃未満での増殖の報告はない。第Ⅱ群菌の増殖至適温度は28～  

30℃であり、液体培地中では4℃でも20日後、3．3℃でも47～81日後に毒  

素を産生したという報告もある。しかも、第Ⅱ群菌は増殖しても腐敗臭を発  

せず、食品の外観にも大きな変化をもたらさないことがある。これらの増殖  

性は、PHと水分活性によっても影響を受ける。（ICMSFa）  

0 増殖と毒素産生に与えるpHと水分活性の影響：第I群菌はpH4．6以上、ま  

た水分活性0．94以上で、第Ⅱ群菌はpH5．0を超え、水分活性0．97以上で、  

増殖し毒素を産生することが報告されている。（ICMSFa）  

C）加熱による死滅：栄養型ボツリヌス菌は熱により容易に死滅する。pHや食  

品成分に影響されるが、毒素も74℃1～3分の加熱で10分の1に、1～25  

分の加熱で1000分の1になる。一方、芽胞の耐熱性は高く、特に第Ⅰ群菌  

の耐熱性は、低酸性缶詰食品のための12D死滅過程導入の根拠となった。  

（ICMSFa）  

⊂）増殖と毒素産生に与える気体透過性の影響：ボツリヌス菌添加後、12℃以下  
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